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国際コンテナ戦略港湾への対応について 

 
 
 
 

 横浜港、東京港、川崎港で構成する「京浜港」として、平成22年 5月７日に「国際

コンテナ戦略港湾計画書」を国に提出するとともに、1７日に国際コンテナ戦略港湾検

討委員会の委員に対してプレゼンテーションを実施しました。 

  

１「国際コンテナ戦略港湾」とは 

 
 国土交通省の成長戦略会議における検討課題のひとつである「海洋国家日本

の復権」の取組として、国内主要港の中から１～２港に絞り込んで、「国際コン

テナ戦略港湾」を選定し、国の予算や政策を集中的に実施することにより、国

際競争力を強化していくものです。 

 
 
 
 
 
２ 国際コンテナ戦略港湾の選定までの流れ 

３月２６日（金） 計画書（目論見書）提出 

４月 ２日（金） 第１回プレゼンテーション 

５月 ７日（金）      計画書提出 

５月１７日（月）      第２回プレゼンテーション 

６月頃         国際コンテナ戦略港湾選定 

 
 ３ 計画書（目論見書）に対する主な意見 

   ・三港連携によるメリットの明確化と機能分担を図ること 

   ・具体的な事業計画、内容を明示すること 

   ・スピード感をもって、各種の施策、港湾経営主体の確立を進めること 

 
 ４ 計画書の概要について 

（１）申請者 

   横浜市、東京都、川崎市、（財）横浜港埠頭公社、東京港埠頭（株） 

（２）計画書の概要 
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資 料

 
京浜港国際コンテナ戦略港湾計画の概要  

 
 
 

１ 国際コンテナ戦略港湾としての目標と位置づけ 

（１）国際コンテナ戦略港湾としての目標 
 

釜山港に対峙する国際拠点港湾 

航路特性を活かした国際ハブポート
の実現  

 
 

（２）目標達成に向けた３つのターゲット 
ア「東日本のメインポート機能の維持」 
イ「釜山港等に対峙する日本のハブポートの実現」 
ウ「東アジアの国際ハブポートの形成」 

 
（３）主な基本戦略 

ア 国内貨物の集中（背後圏拡大） 

イ 北米など基幹航路の拡大 

ウ トランシップ貨物の拡大 

エ アジアの成長の取り込み 

オ ターミナルの競争力強化 など 
 

２ 貨物取扱目標 

目標年次（平成 27年）におけるコンテナ取扱貨物量 
コンテナ取扱貨物量（取扱個数）：1,050 万 TEU 

 

３ 大水深コンテナターミナルの確保 

南本牧ふ頭に岸壁水深-18mを超えるターミナルを集中整備する。 
 

４ 国際コンテナ戦略港湾の実現のための方策 

（１）基幹航路維持・強化のためのコスト低減 
ア ターミナル貸付料等の低減・柔軟化 

  イ ターミナルの生産性向上への支援 



 

（２）背後圏からの集荷力強化（対釜山港 競争力強化策） 
釜山港への貨物流出の主要因は、輸送コスト面での競争力不足 

 
対応策：コスト低減＋高品質サービス 

 
  ア 各輸送モード（内航、トラック、鉄道）の競争力強化  北海道・東北地方

を中心に、京浜港

経由に転換促進

イ 各種のインセンティブ制度 

ウ 輸送日数の短さ・高品質な荷役等のＰＲ 

 
（３）戦略的な港湾経営 

ア 広域的取組み（京浜三港の連携） 

イ 戦略的なポートセールスの実施 

  ウ コンテナターミナルの再編 
 

５ 国際コンテナ戦略港湾の実現のための体制 

（１）民の視点からの港湾経営 

ア 「民」の視点からの効率的な港湾経営 

 ・(財)横浜港埠頭公社の民営化 

   ・埠頭会社への民間人材の積極登用など 

   ・埠頭会社と民間事業者との誘致戦略の共有 

イ PPP（公民連携）によるコンテナターミナルの経営 

   ・港湾管理者、埠頭会社、国、民間が一体となって取組む仕組みを構築 
 
（２）経営主体の確立 

京浜港の一体的管理 ～新たな経営主体の設立に向けた手順～ 

    現  状：各港のコンテナターミナルの一元管理 

    第一段階：横浜港埠頭公社の民営化 

    第二段階：川崎港コンテナターミナルへの指定管理者制度導入 

    第三段階：両埠頭会社の経営統合（平成 26年度） 

＜三港の一体的経営主体の設立＞ 
 

６ 京浜港国際コンテナ戦略港湾総合特区（仮称）の設置 

 

  国費の重点配分（民間事業者への支援を含む）を行う特区の創設を提案 

～国際コンテナ戦略港湾の実現に向け、京浜港のみ対象に規制緩和、税制優遇、 
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